
↑3月xx日からの交通規制

↑2025.3.xxからの交通規制は基本的に2022.11.8からの交通運用と同じです。

↑警察の通行許可

↑警察の通行許可

駐停車禁止を
駐車禁止に
修正

【2022.11.8からの交通運用との主な変更点】
・通行許可が必要な車両は主に乗用車です。
(ただし、精華通りは全ての車両)
・許可申請は、「なんば駅周辺における空間
再編推進事業 工事事務局」ではなく、南警
察署に行う必要があります。
・自転車※は、なんば広場に加えなんさん通
り(南北)・南海通・精華通りも終日走行禁止
になります。(※貨物以外の車両通行禁止)

乗用車
通行禁止を
貨物車以外
通行禁止に
修正

←建設局プレス
リリースのHPリン
クを張る

2025.2.5
HP修正案



【許可車へのご注意】
・なんさん通り入口等において交通誘導警備員が立哨している場合、対象区間の
警察の通行許可証を所持する車両は警備員に提示願います。
・発行済の「工事期間通行証」は無効になります。 (右図)
・髙島屋納品駐車場使用許可証に関しては、髙島屋にお問い合わせ願います。

【通行許可区間の一例】
・乗用車  ・貨物車

※広場入場用の準備委員会
通行証は残すが、「イベント
主催ご検討の方」のページ
に掲載する。





↑交通規制開始に関するお問い合わせ連絡先 (当面)



↑通行証申請フォームへのリンクのため、削除
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